
○
法
務
省
令
第

号

会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
会
社
法
施
行
規
則
及
び
会
社
計
算
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
一
月

日

法
務
大
臣

岩
城

光
英

会
社
法
施
行
規
則
及
び
会
社
計
算
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
会
社
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

会
社
法
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
法
務
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
第
五
号
ロ

及
び
同
項
第
七
号
ロ

中
「
第
三
百
七
十
三
条
第
一
項
第
二
号
」
の
下
に
「
、
第
三
百
九
十

(2)

(2)

九
条
の
十
三
第
五
項
」
を
加
え
る
。

第
七
十
三
条
第
一
項
第
三
号
中
「
又
は
第
三
百
八
十
九
条
第
三
項
」
を
「
、
第
三
百
八
十
九
条
第
三
項
又
は
第
三
百
九
十

九
条
の
五
」
に
、
「
報
告
す
べ
き
調
査
の
結
果
が
あ
る
」
を
「
報
告
を
す
べ
き
」
に
、
「
そ
の
結
果
」
を
「
そ
の
報
告
の
内

容
」
に
改
め
る
。



第
二
百
二
十
六
条
第
二
十
三
号
中
「
第
三
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
」
の
下
に
「
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

（
会
社
計
算
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

会
社
計
算
規
則
（
平
成
十
八
年
法
務
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
百
二
十
条
の
二
」
を
「
第
百
二
十
条
の
三
」
に
改
め
る
。

第
六
十
一
条
第
一
号
中
「
及
び
第
百
二
十
条
の
二
」
を
「
か
ら
第
百
二
十
条
の
三
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

四

第
百
二
十
条
の
三
の
規
定
に
従
い
作
成
さ
れ
る
も
の

第
百
二
十
条
の
二
第
一
項
後
段
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
百
二
十
条
第
一
項
後
段
の
規
定
は
、
第
一
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
百
二
十
条
の
二
を
第
百
二
十
条
の
三
と
し
、
第
百
二
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
修
正
国
際
基
準
で
作
成
す
る
連
結
計
算
書
類
に
関
す
る
特
則
）

第
百
二
十
条
の
二

連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
第
九
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
連
結
財
務



諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
つ
い
て
修
正
国
際
基
準
（
同
条
に
規
定
す
る
修
正
国
際
基
準
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
た
株
式
会
社
の
作
成
す
べ
き
連
結
計
算
書
類
は
、
修
正
国
際

基
準
に
従
っ
て
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
連
結
計
算
書
類
に
は
、
修
正
国
際
基
準
に
従
っ
て
作
成
し
た
連
結
計
算
書
類
で
あ
る
旨

を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
条
第
一
項
後
段
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
会
社
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
招
集
の
手
続
が
開
始
さ
れ
た
創
立
総
会
、
種
類
創
立

総
会
、
株
主
総
会
又
は
種
類
株
主
総
会
に
係
る
創
立
総
会
参
考
書
類
又
は
株
主
総
会
参
考
書
類
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。



２

施
行
日
前
に
そ
の
末
日
が
到
来
し
た
事
業
年
度
の
う
ち
最
終
の
も
の
に
係
る
株
式
会
社
の
事
業
報
告
の
記
載
又
は
記
録
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
会
社
計
算
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
会
社
計
算
規
則
第
百
二
十
条
の
二
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
以

後
に
終
了
す
る
連
結
会
計
年
度
に
係
る
連
結
計
算
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
す
る
連
結
会
計
年
度
に
係
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


